
経営安定対策基盤整備緊急支援事業（新規）

【２，１００(０）百万円】

対策のポイント
土地改良事業等の地区における農家負担金の利子助成を行い、負担軽減対策

を実施することにより、担い手への農地の利用集積を推進します。

（土地改良事業等の農家負担金の現状等）

米価をはじめ農作物価格が低下傾向 農業収入が減少するなど農家経営を・ 近年、 にあり、

しており土地改良事業等の 。圧迫 農家負担金の計画的な償還が困難な地区が生じています

担い手への農地利用集積・ 国内農業の体質強化による食料供給力の確保を図るためには、

となってを進めるとともに、面的なまとまりを重視した利用集積を図ることが喫緊の課題

います。

政策目標
意欲と能力のある経営体への農地の利用集積率を事業実施前より２０ポイ

ント以上向上

＜内容＞
土地改良事業等の農家負担金を償還中の地区であって、事業要件を達成できると見

込まれる地域に対し負担金の利子助成を行います。

＜事業実施主体等＞

１．事業実施主体 民間団体

２．助成対象地域

、 、 （ ） （ ）土地改良事業等の地区で 未償還の農家負担金があり 以下の １ 及び ２

の要件を満たす地域に助成額を交付します。

（１）経営所得安定対策加入者などの担い手への集積要件について、以下の

いずれかに該当

①担い手への農地集積率の増加が一定割合以上見込まれること

②担い手への面的集積率の増加が一定割合以上見込まれること

③担い手者数の増加が一定割合以上見込まれること

（２）農家負担の要件について、以下のいずれかに該当

①農家負担率が一定割合以上

②10a当たり合算総償還額又は1戸当たり合算総償還額が一定額以上

３．助成額

各年度の事業地区における対象事業の受益者負担金又は償還金に係る償還利

息相当額

４．助成対象組織

２．の要件を満たす土地改良区等

【担当】農村振興局農地資源課

柵木・桶谷（０３）３５０２－６２７７（直）



＜事業の仕組み＞

【助成額対象地域】

土地改良事業等の地区で、未償還の農家負担金があり以下の要件を満たす地域

【助成実施期間】

平成２１年度～平成２７年度（７ヵ年）

※採択申請は平成２１年度～平成２５年度（５ヵ年）

【助 成 額】

平成２１年度～平成２７年度（７ヵ年）の期間において、各年度の事業地区におけ

る対象事業の受益者負担金又は償還金に係る償還利息相当額を土地改良区等に助成金

として交付。

【手続きの流れ】


